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【
７
月
21
日
】

◆
視
察
先

①
県
立
下
呂
温
泉
病
院
託
児
所

②
ホ
テ
ル
水
明
館
託
児
所

③
ホ
テ
ル
く
さ
か
べ
ア
ル
メ
リ
ア
託
児
所

◆
内
容

　

企
業
内
託
児
所
を
見
学
し
、
託
児
所

を
開
設
さ
れ
た
目
的
、
利
用
状
況
、
保

育
士
の
確
保
な
ど
に
つ
い
て
現
状
を
調

査
し
、
託
児
所
の
メ
リ
ッ
ト
、
課
題
等

を
確
認
し
ま
し
た
。
少
子
化
対
策
や
女

性
の
働
き
方
改
革
の
た
め
、
各
託
児
所

の
職
員
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

【
７
月
20
日
】

◆
視
察
先

①
下
呂
温
泉
観
光
協
会

①
金
山
「
筋
骨
め
ぐ
り
」

③
馬
瀬
「
水
辺
の
館
」

◆
内
容

①
下
呂
温
泉
観
光
協
会
の
瀧
会
長
か

ら
、
同
協
会
が
取
り
組
む
下
呂
市
版
Ｄ

Ｍ
Ｏ
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

②
筋
骨
め
ぐ
り
を
し
な
が
ら
、
ガ
イ
ド

の
方
よ
り
現
状
に
つ
い
て
説
明
を
受
け

ま
し
た
。

③
馬
瀬
地
域
の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
取
り
組
み
や
、

体
験
メ
ニ
ュ
ー
に
つ
い
て
説
明
を
受
け

ま
し
た
。

【
８
月
22
日
】

◆
視
察
先

①
下
呂
温
泉
合
掌
村

②
が
ん
だ
て
公
園

③
下
呂
土
木
事
務
所
・
下
呂
農
林
事
務
所

◆
内
容

①
合
掌
村
と
Ｄ
Ｍ
Ｏ
と
の
連
携
、
施
設

の
運
営
状
況
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
ま

し
た
。

②
小
坂
地
域
の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
の
取
り
組
み

や
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
滝
め
ぐ
り
の

状
況
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

③
平
成
29
年
度
県
関
係
の
主
要
事
業
に

つ
い
て
説
明
を
受
け
、
今
後
の
動
向
に

つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

【
９
月
20
日
】

◆
場
所

　

下
呂
庁
舎
第
一
会
議
室

◆
内
容

①
庁
舎
・
振
興
事
務
所
整
備
の
進
捗
状

況
に
つ
い
て

　

下
呂
庁
舎
、
小
坂
・
馬
瀬
振
興
事
務

所
耐
震
補
強
等
工
事
の
請
負
業
者
が
決

ま
り
、
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。
下
呂

庁
舎
は
30
年
６
月
29
日
ま
で
、
小
坂
・

馬
瀬
振
興
事
務
所
は
30
年
３
月
16
日
ま

で
の
工
期
で
す
。
ま
た
、
下
呂
庁
舎
・

馬
瀬
振
興
事
務
所
（
中
央
公
民
館
）
で

ア
ス
ベ
ス
ト
が
含
ま
れ
た
吹
付
け
及
び

建
材
が
あ
り
、
適
切
に
除
去
作
業
を
行

う
と
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
萩
原
庁
舎

の
解
体
に
つ
い
て
は
、
６
月
27
日
に
萩

原
地
域
自
治
会
連
合
会
へ
説
明
さ
れ
ま

し
た
。

②
地
域
再
生
計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　

旧
下
呂
館
駐
車
場
跡
地
は
、
市
営
阿

多
野
駐
車
場
と
し
て
整
備
さ
れ
、
10
月

１
日
か
ら
供
用
開
始
さ
れ
ま
す
。
旧
下

呂
温
泉
病
院
跡
地
を
活
用
し
た
基
本
構

想
、
旧
下
呂
館
跡
地
な
ど
を
活
用
し
た

基
本
設
計
は
、
９
月
末
の
完
成
予
定
で

し
た
が
、
市
の
協
議
に
時
間
を
要
し
、

３
か
月
期
間
延
長
し
12
月
末
の
完
成
と

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

県立下呂温泉病院の託児所

南飛騨馬瀬川観光協会からＤＭＯなどの説明を受ける

飛騨小坂観光協会から滝めぐりなどの説明を受ける

総
務
教
育
民
生
常
任
委
員
会

産
業
経
済
常
任
委
員
会

産
業
経
済
常
任
委
員
会

委 員 会 活 動

市
内
視
察

庁
舎
・
振
興
事
務
所
整
備
、

旧
下
呂
温
泉
病
院
跡
地
等

 

活
用
検
討
特
別
委
員
会
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【
８
月
８
月
】

◆
場
所

　

下
呂
庁
舎
議
員
控
室

◆
内
容

①
下
呂
市
議
会
災
害
対
応
要
領

　

今
ま
で
議
会
規
則
で
定
め
て
い
た
災

害
発
生
時
に
お
け
る
議
員
の
行
動
に
つ

い
て
、
さ
ら
に
明
確
に
し
た
「
下
呂
市
議

会
災
害
対
応
要
領
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

②
市
民
と
議
会
と
の
意
見
交
換
会

　

下
呂
市
の
未
来
、
い
つ
ま
で
も
誇
り

高
い
こ
の
郷
土
を
残
し
て
い
け
る
よ

う
、
市
民
と
意
見
を
出
し
合
え
る
意
見

交
換
会
を
計
画
し
ま
し
た
。

（
Ｐ
16
に
開
催
日
記
載
）

【
８
月
８
月
】

◆
場
所

　

下
呂
庁
舎
第
一
会
議
室

◆
内
容

①
濃
飛
横
断
道
及
び
リ
ニ
ア
の
現
状
に

つ
い
て

　

担
当
課
よ
り
現
状
に
つ
い
て
説
明
を

受
け
ま
し
た
。

②
今
年
度
の
活
動
計
画
に
つ
い
て

　

期
成
同
盟
会
や
、
県
へ
の
要
望
活
動

等
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

今回の定例会において国へ提出することとなった意見書

道路財特法における補助率等の嵩上げ措置の継続等を求める意見書

　道路は、市民生活や経済・社会活動を支える最も重要な社会基盤であるとともに、災害時に有効に機能するネッ
トワークの構築により住民の安全・安心を確保することからも、その整備が求められている。本市においては、国、
県及び市道の整備はまだまだ立ち遅れている状況にあり、安全で円滑に通行できる地域間幹線道路や生活道路の整
備が急務となっていることに加え、自然災害に対する事前防災・減災対策、通学路の安全対策や既存道路インフラ
の老朽化対策など、新たな課題にも直面している。このような状況において、安定的・持続的な道路整備を進める
ためには、必要な道路関係予算を確保するとともに、平成 29年度までとされている「道路整備事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律」（以下、「道路財特法」という）の規定による補助率等の嵩上げを平成 30年度以降も継
続するとともに、地方創生に資する道路整備については、特別措置を拡充する必要がある。よって、国におかれては、
迅速かつ着実な道路整備を推進するため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

記
１　道路関係予算の総額を安定的・持続的に確保するとともに、平成 29年度補正予算及び、平成 30年度当初予算
において十分な道路予算を確保すること。

２　道路財特法の補助率等の嵩上げ措置については、平成 30年度以降も継続すること。
３　地方創生推進のために真に必要な道路整備については、補助率等を拡充すること。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。

「全国森林環境税」の創設に関する意見書

　我が国の地球温暖化対策については、2020 年度及び 2020 年度以降の温室効果ガス削減目標が国際的に約束され
ているが、その達成のためには、とりわけ森林吸収源対策の推進が不可欠となっている。しかしながら、森林が多
く存在する山村地域の市町村においては、木材価格の低迷や林業従事者の高齢化・後継者不足に加え、急速な人口
減少など、厳しい情勢にあるほか、市町村が、森林吸収源対策及び担い手の育成等山村対策に主体的に取り組むた
めの恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。このような中、政府、与党は『平成 29年度税制改正大綱』にお
いて、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を
含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税（仮称）の創設に向けて、地方公
共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成 30年度税制改正において結論を得
る」との方針を示したところである。もとより、山村地域の市町村による森林吸収源対策の推進や安定した雇用の
場の確保などの取組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生等にもつながるものであり、そのた
めの市町村の財源の強化は喫緊の課題である。よって、下記の制度創設について実現を強く求めるものである。

記
　平成 29年度税制改正大綱において、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個
人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税
（仮称）の創設」に関し、「平成 30年度税制改正において結論を得る」と明記されたことから、森林・林業・山村対
策の抜本的強化をはかるための「全国森林環境税」の早期導入を強く求める。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。

濃
飛
横
断
道
・

　
リ
ニ
ア
特
別
委
員
会

議
会
改
革
特
別
委
員
会
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　ミサイルが発射され日本に落下するようなこと

がある場合に、全国瞬時警報システム（Ｊアラー

ト）が作動し防災行政無線で特別なサイレン音

とメッセージが流れます。「ミサイルが発射した

もようです。頑丈な建物に避難してください。」

　このような呼びかけがされた時、どのような

対応をしたらいいのか実際にピンとこない。頑

丈な建物は何なのか？ 避難行動を指示された

時、どのように避難したらいいのか？

 Ｊアラートが発令された後の行動について、行

政や地域などで真剣に話し合う必要があるのか

もしれません。平和な日本だからこそ、まさかの

時の備えが必要なのではないでしょうか。

議会報編集委員　A．O　

編　集　後　記
　12月定例会の日程をお知らせします。なお一般質

問などの内容は新聞折込でお知らせします。

12月定例会会期日程

場所：本会議・委員会（下呂庁舎３階  議場）

※日程や会場は変更になる場合もあります。

月　　日 曜日 会　議　内　容 時　　間

11月 29日 水 本会議（初日）

10 時 ～12月 11日 月 本会議（一般質問）

　12日 火 本会議（一般質問）

　13日 水 総務教育民生常任委員会

9 時 30 分 ～　14日 木 産業経済常任委員会

　15日 金 予算特別委員会

　　19日 火 本会議（最終日） 10 時 ～

月　　日 曜日 会　議　内　容

11月２日 木 きこりセンター（小坂）
６日 月 清流ふれあい会館（馬瀬）

　７日 火 星 雲 会 館（萩原）
　９日 木 下 呂 市 民 会 館（下呂）

　　10日 金 下 原 公 民 館（金山）

　

８
月
24
日
か
ら
29
日
ま
で
、
兵
庫
県

明
石
市
で
開
催
さ
れ
た｢

第
62
回
全
国

高
等
学
校
軟
式
野
球
選
手
権
大
会｣

で

中
京
学
院
大
中
京
高
校
（
瑞
浪
市
）
が

優
勝
し
ま
し
た
。
同
校
の
野
球
部
に
は
、

金
山
中
学
校
出
身
の
佐
伯
奨
哉
君
（
２

年
）
と
阿
部
隼
也
君
（
同
）
が
所
属
し

て
い
ま
す
。
佐
伯
君
は
、
エ
ー
ス
と
し

て
、
県
大
会
か
ら
全
国
大
会
優
勝
ま
で

70
イ
ニ
ン
グ
を
０
点
で
抑
え
る
大
活
躍

で
、
チ
ー
ム
を
日
本
一
に
導
き
ま
し
た
。

（
表
紙
の
写
真
）

　

二
人
の
活
躍
は
、
下
呂
市
で
野
球
を

す
る
小
中
学
生
の
励
み
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
新
人
戦
に
向
け
、

日
ご
ろ
の
練
習
の
成
果
を
発
揮
し
、
怪

我
を
し
な
い
よ
う
に
頑
張
っ
て
く
だ
さ

い
。
応
援
し
て
い
ま
す
。

優勝報告に下呂市役所を訪れた
佐伯奨哉君（左）と阿部隼也君（右）

表
紙
の
写
真

　

下
呂
市
議
会
で
は
左
記
の
日
程
で
意

見
交
換
会
を
開
催
し
ま
す
。
多
数
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

　

平
成
29
年
７
月
５
日
か
ら
６
日
に

か
け
て
、
福
岡
県
と
大
分
県
を
中
心
に

発
生
し
た
九
州
北
部
豪
雨
で
亡
く
な

ら
れ
た
方
に
謹
ん
で
お
悔
や
み
を
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た

方
に
心
よ
り
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ

ま
す
。
下
呂
市
議
会
議
員
は
、
被
災

者
支
援
に
役
立
て
て
い
た
だ
く
た
め
日

本
赤
十
字
社
を
通
じ
15
万
円
の
義
援

金
を
送
り
ま
し
た
。
一
日
で
も
早
く
復

興
し
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

平
成
29
年
７
月
九
州
北
部

 

豪
雨
災
害
へ
の
支
援
に
つ
い
て

市
民
と
議
会
と
の

意
見
交
換
会開始時間はいずれも午後７時から。

いずれの会場でも参加できます。

テーマ
「未来の下呂市  一緒に考えましょう」




